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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年10月20日 月曜日 第3910号 4

変
更
前

弘
前
市
大
字

中
野
一
丁
目

七
の
五

変
更
後

株
式
会
社

あ
う
ら

青
森
市
大
字

幸
畑
二
丁
目

六
の
一
〇

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
み
の

り

弘
前
市
大
字

大
原
二
丁
目

一
〇
の
一

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

堅
田
五
丁
目

一
五
の
二
八

変
更
後

有
限
会
社

プ
ラ
ー
ナ

南
津
軽
郡
藤

崎
町
大
字
矢

沢
字
福
富
一

五
五
の
二

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

た
ん
ぽ
ぽ

弘
前
市
大
字

宮
川
三
丁
目

一
七
の
一
三

オ
フ
ィ
ス
Ｊ

Ｈ
Ｄ

Ｂ
号

��･

�･

��

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
堅
田

五
丁
目
一
五
の
二

八

変
更
後

有
限
会
社
プ

ラ
ー
ナ

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
矢
沢
字

福
富
一
五
五
の

二

た
ん
ぽ
ぽ

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
七
の
一

三
オ
フ
ィ
ス
Ｊ
Ｈ

Ｄ

Ｂ
号

平
成

��･

�･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田

町
五
丁
目
二
の

二

訪
問
看
護

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ふ
じ
し
ろ

弘
前
市
大
字
藤

代
二
丁
目
一
二

の
一

平
成

��

･

�･

��

日
本
健
康
開
発

株
式
会
社

弘
前
市
大
字
八

幡
町
三
丁
目
一

の
一

訪
問
介
護

ひ
な
た
松
原

弘
前
市
大
字
松

原
東
三
丁
目
二

の
一

��

･

�･

�	

株
式
会
社
町
田

ア
ン
ド
町
田
商

会

弘
前
市
大
字
境

関
字
西
田
二
八

の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
カ
エ
薬
局
三

条

八
戸
市
大
字
尻

内
町
字
鴨
ケ
池

一
六
の
一

��

･

�･

��

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田

町
五
丁
目
二
の

二

訪
問
看
護

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合
健
生

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ち
と

せ

黒
石
市
ち
と
せ

三
丁
目
七

��

･

�･

��

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合

五
所
川
原
市
字

岩
木
町
一
二

〃

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合
西
北

中
央
病
院

五
所
川
原
市
字

布
屋
町
四
一

��

･

�･

��

有
限
会
社
の
ぞ

み
ケ
ア
セ
ン
タ

ー

三
沢
市
大
町
二

丁
目
一
三
の
四

五

〃

の
ぞ
み
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

三
沢
市
大
町
二

丁
目
一
三
の
四

五

��

･

�･

�	

〃

〃

訪
問
介
護

の
ぞ
み
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃



( )

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合

五
所
川
原
市
字

岩
木
町
一
二

訪
問
看
護

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合
つ
が

る
成
人
病
セ
ン

タ
ー

つ
が
る
市
木
造

末
広
四
三
の
三

��

･

�･

��

有
限
会
社
の
ぞ

み
ケ
ア
セ
ン
タ

ー

三
沢
市
大
町
二

丁
目
一
三
の
四

五

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ほ
の

ぼ
の

上
北
郡
六
戸
町

小
松
ケ
丘
四
丁

目
七
七
の
七
八

七

��

･

�･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

有
限
会
社
の
ぞ

み
ケ
ア
セ
ン
タ

ー

三
沢
市
大
町
二
丁

目
一
三
の
四
五

の
ぞ
み
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

三
沢
市
大
町
二
丁

目
一
三
の
四
五

平
成

��･
�･
��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田

町
五
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

訪
問
看
護

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ふ
じ
し
ろ

弘
前
市
大
字
藤

代
二
丁
目
一
二

の
一

平
成

��

･

�･

��

日
本
健
康
開
発

株
式
会
社

弘
前
市
大
字
八

幡
町
三
丁
目
一

の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ひ
な
た
松
原

弘
前
市
大
字
松

原
東
三
丁
目
二

の
一

��

･

	･

��

株
式
会
社
町
田

ア
ン
ド
町
田
商

会

弘
前
市
大
字
境

関
字
西
田
二
八

の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

サ
カ
エ
薬
局
三

条

八
戸
市
大
字
尻

内
町
字
鴨
ケ
池

一
六
の
一

��

･

�･

��

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田

町
五
丁
目
二
の

二

介
護
予
防

訪
問
看
護

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合
健
生

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ち
と

せ

黒
石
市
ち
と
せ

三
丁
目
七

��

･

�･

��

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合

五
所
川
原
市
字

岩
木
町
一
二

〃

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合
西
北

中
央
病
院

五
所
川
原
市
字

布
屋
町
四
一

��

･

�･

��

有
限
会
社
の
ぞ

み
ケ
ア
セ
ン
タ

ー

三
沢
市
大
町
二

丁
目
一
三
の
四

五

〃

の
ぞ
み
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

三
沢
市
大
町
二

丁
目
一
三
の
四

五

��

･

�･

��

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

の
ぞ
み
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合

五
所
川
原
市
字

岩
木
町
一
二

介
護
予
防

訪
問
看
護

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合
つ
が

る
成
人
病
セ
ン

タ
ー

つ
が
る
市
木
造

末
広
四
三
の
三

��

･

�･

��

有
限
会
社
の
ぞ

み
ケ
ア
セ
ン
タ

ー

三
沢
市
大
町
二

丁
目
一
三
の
四

五

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ほ
の

ぼ
の

上
北
郡
六
戸
町

小
松
ケ
丘
四
丁

目
七
七
の
七
八

七

��

･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

青
森
県
ひ
と
り
親
世
帯
等
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例

(
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

青
森
県
内
に
お
け
る
母
子
世
帯
、
父
子
世
帯
、
養
育
者
世
帯
及
び
寡
婦

(

以
下

｢

ひ
と
り
親
世

帯
等｣

と
い
う
。)

の
生
活
実
態
及
び
福
祉
需
要
を
把
握
し
、
そ
の
福
祉
を
推
進
す
る
た
め
の
基

礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
居
住
す
る
ひ
と
り
親
世
帯
等

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

�

世
帯
の
状
況

�

調
査
対
象
者
の
状
況

�

子
ど
も
の
状
況

�

福
祉
制
度
の
利
用
状
況

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

青
森
県
内
の
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
う
ち
か
ら
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
抽
出
し
た
者
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
の
送
付
及
び
記
入
済
調
査
票
の
回
収
を
郵
送
に
よ
り
行
う
郵
送
調
査
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。
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